
制限付一般競争入札説明書 

 

この制限付一般競争入札説明書は、本件調達に関し、熱海市契約規則（平成２０年熱海市規則第

１６号）その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、制限付一般競争入札に

参加する者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明ら

かにするものである。 

 

１．入札に付する事項 

公告および別紙仕様書のとおり。 

 

２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

公告のとおり。 

 

３．参加申込に必要な書類 

入札参加者は、以下の書類を令和８年７月１４日（火）午後４時までに観光経済課産業振興室

に提出し、資格確認を受けること。なお、(3)及び(4)については、令和８年７月１７日（金）ま

でに原本を提出すること。 

(1) 入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

(2) NFT 事業実績証明書：契約書の写し等、過去５年以内の実績及び業務内容を証明できるも

の。 

(3) （共同企業体の場合）特定業務委託共同企業体協定書（様式第２号） 

(4) （共同企業体の場合）委任状 

(5) スタートアップ要件等に係る申立書（任意様式）：入札参加者（共同企業体の場合はその構

成員）がスタートアップに該当する場合又は実施体制にスタートアップを含む場合は、国の交

付金報告に使用するため、以下の事項を記載した書類を提出すること。なお、本書類は入札参

加資格を判定するものではなく、国への報告等に使用するものである。 

① 創業年月 

② 上場の有無 

③ 従業員数 

④ 発行済株式の保有状況 

（注）スタートアップとは、令和７年度補正予算地域未来交付金（デジタル実装型）の指針に

定める要件を満たす企業を指す。 

 

４．入札説明書等の配布 

熱海市ホームページ等により配布する。 

 

５．入札説明書等に対する質問 

本件の仕様等について疑義がある場合は、次のとおり提出すること。 

(1) 提出期限：令和８年７月９日（木）正午まで 

(2) 方  法：電話にて、観光経済課産業振興室（０５５７－８６－６２０３）へ問い合わせる

こと。 



(3) 回答方法：令和８年７月１３日（月）までに、入札参加者全員に対しメール等により回答す

る。 

 

６．入札の方法 

(1) 入札書は当市指定様式を使用すること。 

(2) 入札書は封書に入れ密封し、その封皮に入札番号、入札参加者の所在地、商号又は名称及び

代表者の氏名（代理人がいる場合は代理人の氏名）を記載するとともに、「令和８年度熱海ぐ

るっとオーナーパス NFT 事業業務委託入札書在中」と記載すること。 

(3) 落札決定にあたっては、入札書記載金額に１０％を加算した額をもって落札価格とするた

め、消費税等相当額を除いた金額を記載すること。 

(4) 郵送による入札は認めない。 

(5) 入札書に記載する日付は、開札日（令和８年７月１７日）とすること。 

(6) 入札内訳書（任意様式）を添付すること。なお、内訳については、仕様書「６ 業務内容」

に記載される業務ごとに区分し、イニシャルコストとランニングコストが判別できるものとす

ること。 

 

７．入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 入札参加資格がない者のした入札。 

② 記名押印を欠く入札又は金額を訂正し印のない入札。 

③ 虚偽の申請を行った者の入札。 

 

８．落札者の決定方法 

(1) 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か

せ、落札者を決定する。 

 

９．入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

入札に参加を希望する者は、入札金額の１００分の５以上の額の入札保証金を納付しなけれ

ばならない。ただし、熱海市契約規則第１３条各号いずれかに該当する場合においては、入札

保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

(2) 契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を納付しなければならない。た

だし、熱海市契約規則第３３条各号いずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又

は一部を免除する。 

 

１０．共同企業体に関する詳細事項 

(1) 要綱の準用と読替表の適用 

熱海市建設工事共同企業体取扱要綱（平成１２年熱海市告示第４２号）は建設工事を対象と

したものであるが、本業務委託においては当該要綱を準用する。入札参加にあたっては、別紙

「共同企業体取扱要綱読替表」の内容を遵守すること。 



(2) 業務分担割合 

読替後の熱海市建設工事共同企業体取扱要綱第８条第２項の規定による業務分担割合の最小

限度基準は１００分の１０以上とする。 

(3) 指定様式の使用 

共同企業体を結成する際は、上記「読替表」に基づき作成された「特定業務委託共同企業体

協定書（様式第２号）」を使用すること。 

 

１１．その他 

(1) 熱海市業務委託契約約款を熟読のこと。 

(2) 制限付一般競争入札執行公告を必ず参照すること 


